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※「詳報」とは、電気関係報告規則第3条（事故報告）に基づき、事業用電気工作物を設置する電気事業者又は自家
用電気工作物を設置する者から、経済産業省大臣又は電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
宛てに提出された電気事故報告書のこと。 



はじめに 
• NITEでは、事業者から経済産業省に提出される電気工作物の事

故情報の分析を実施しています。 

• 昨年１２月の電力安全小委員会において「電気保安統計」をとりま
とめ報告させていただきました。 

• 今回は、死亡や入院に至るような負傷事故、電気工作物の破損
事故、広範囲かつ長時間にわたる供給支障等の電気保安上重要
な事故※に関して、経済産業省から提供された情報を基に分析し
た結果を報告いたします。 

• なお、平成２７年度に発生した事故のうち、特に死亡や入院に至る
ような事故（死傷事故）に着目した分析を報告いたします。 
 

※電気関係報告規則（昭和四十年通商産業省令第五十四号）第３条に基づき報告された事故 
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１．はじめに 

本報告中のグラフに記載されている項目の割合は、値の小数点以下第一位を四捨五入しているため、合計した
ときに１００％とはならない場合があります。 



詳報件数の年度推移 
○ 各年度とも、供給支障事故、破損事故、死傷事故で全体の９５％以上を占めている。 
○ 詳報件数は若干の減少傾向がみられるものの、死傷事故は横ばいで推移している。 

→ ６枚目のスライドから平成２７年度詳報のうち、死傷事故（８５件）の詳細を分析する。 
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■死傷事故 
 

■電気火災事故 
 

■社会的に影響を 
及ぼした事故 

 

■主要電気工作物の 
破損事故 

 

■供給支障事故 
（配電線波及事故を含む） 

 

■ダムの洪水吐きから 
異常に放流された事故 

702 

609 
621 

593 
563 

496 

610 
564 

590 581 

484 502 
 

平成１６年度～２７年度における詳報件数の推移 

２．詳報件数の年度推移 

平成１６年度～２６年度の詳報件数については、電力安全課から提供された「電気事故報告書管理システム」のデータを用いた。 
平成２７年度の詳報件数については、電力安全課、産業保安監督部から提供された個別の事故報告書（詳報）のデータを用いた。 



平成２７年度詳報における事故原因と事故発生電気工作物 
○ 上位３つ（保守不備、故意・過失、自然災害）の原因が約８０％を占めている。 
○ 事故発生電気工作物は、６６％が需要設備、次いで１３％が火力発電所となっている。 
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３．平成２７年度詳報の概要 

自然災害 
101件（20%） 

保守不備 
193件 （38%） 

火災 
5件（1%） 

設備不良 
40件 （8%） 

故意・過失 
114件 （23%） 

他物接触 
23件 （5%） 

その他・不明 
26件 （5%） 

平成２７年度詳報における事故発生電気工作物の内訳 平成２７年度詳報における事故原因の内訳 

詳報 
５０２件 

「保守不備」には「自然劣化」（１２８件）及び「保守不完全」（６５件）が含まれる。 

詳報 
５０２件 

風力発電所 
27件 （5%） 

太陽電池発電所 
15件 （3%） 

送電線路及び 
特別高圧配電線路 

14件（3%） 

火力発電所 
64件 （13%） 

水力発電所 
11件 （2%） 

変電所 
5件 （1%） 

高圧配電線路 
31件 （6%） 

低圧配電線 
4件 （1%） 

需要設備 
331件 （66%） 



（１） 死傷事故における事故原因と事故発生電気工作物 
○ 死傷事故の８９％は故意・過失によるものである。 
○ 死傷事故における事故発生電気工作物は、需要設備が７２％、次いで、送電線・配電線が多い。 

需要設備 
61件（72%） 

発電所 
6件 （7%） 

変電所 
3件 （3%） 

送電線路及び 
特別高圧配電線路 

9件 （11%） 

高圧配電線路 
 3件 （3%） 

低圧配電線路 
3件 （3%） 

死傷事故 
８５件 

死傷事故における 
事故発生電気工作物の内訳 

４．平成２７年度詳報における死傷事故分析 

詳報 
５０２件 

死傷事故 
 85件 （17%） 

死傷事故 
８５件 

設備不良 
3件 （4%） 

故意・過失 
76件 （89%） 

保守不備 
3件 （4%） 

自然災害 
1件 （1%） 

その他・不明 
2件 （2%） 

死傷事故における事故原因の内訳 

平成２７年度詳報における事故種別の内訳 

供給支障事故 
主要電気工作物の 

破損事故 

死亡１１件（１１名） 
負傷７４件（７４名） 
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（２） 死傷事故における作業目的と受傷状況 
○ 作業目的については、電気工事及び点検で約７０％が被災している。 
○ 受傷状況については、電撃傷及び感電死で約８０％の人が被災している。 

受傷状況 
８５件 

感電死 
10件 （12%） 

電撃傷 
55件 （65%） 

ｱｰｸによる火傷 
15件 （18%） 

その他 
5件 （6%） 

受傷状況 ： どのような症状であったか 

死傷事故における受傷状況の内訳 

４．平成２７年度詳報における死傷事故分析 

作業目的 
８５件 

外壁工事 
3件 （4%） 

修理 
4件 （5%） 

建築作業 
3件（4%） 

電気工事 
35件 （41%） 

点検 
24件 （28%） 

清掃 
3件 （4%） 

その他 
13件 （15%） 

作業目的 ： 被災者がどのような作業をしようとしていたか 

死傷事故における作業目的の内訳 



（３） 被災者と被災場所の関係 
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○ 作業者は、キュービクル及び電気設備用盤で約７０％が被災している。 
○ 公衆は、キュービクル、電気設備用盤、機器、電線下及び建築足場上での被災がほぼ同じ割合であり、合

わせて約８０％となる。 

作業者 
５１件 

（５１人） 

公衆 
３４件 

（３４人） 

電柱上 
3件 （6%） 

電気室 
3件 （6%） 

キュービクル 
21件 （41%） 

電気設備用盤 
16件 （31%） 

その他 
6件 （12%） 

鉄塔上 
2件 （4%） 

作業者 
（その他） 

47件 （55%） 

公衆 
（従業員） 

11件 （13%） 

公衆 
（その他） 

23件 （27%） 

作業者 
（従業員） 
4件 （5%） 

作業者 ： 電気設備の保守、点検、工事等を専門に行っている者 
公衆   ： 作業者以外の者 

従業員 ： 当該電気工作物の設置者に所属する者 
その他 ： 従業員以外の者 

電線下 
5件 （15%） 

建築足場上 
5件 （15%） 

電気設備用盤 
6件 （18%） 

機器 
6件 （18%） 

その他 
5件 （15%） 

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ 
5件 （15%） 

電気室 
2件（6%） 

作業者の被災場所の内訳 公衆の被災場所の内訳 

被災者の内訳 

被災者 
８５件 

（８５人） 

４．平成２７年度詳報における死傷事故分析 



（４） 死傷の受傷部位に関する詳細分析 
○ 受傷部位が「手（電撃）」である場合、手に関する装備情報のない詳報が３８％存在する。 
○ 受傷部位が「手（電撃）」である場合、手の装備情報が記載された事故に限定すると、被災者が素手で

あった事故が約４０％を占める。 

受傷部位 
８５件 

肘（電撃） 
3件 （4%） 

頭（電撃） 
4件 （5%） 

未記載 
14件（38%） 

手（電撃） 
37件 （44%） 

肩（電撃） 
7件 （8%） 

未記載（電撃） 
6件 （7%） 

その他（電撃） 
5件 （5%） 

広範囲 
（アーク熱傷） 
15件 （18%） 

感電以外 
5件 （5%） 

足（電撃） 
3件 （4%） 

素手 
10件 （27%） 

手袋 
（素材不明） 
5件 （14%） 

手袋 
（皮） 

4件 （11%） 

手袋 
（綿） 

3件 （8%） 

手袋 
（その他） 
1件 （3%） 

装備情報 
３７件 

死傷事故における受傷部位の内訳 受傷部位が「手（電撃）」である場合の装備情報の内訳 

４．平成２７年度詳報における死傷事故分析 
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（５） 死亡事故の詳細分析 
○ 死亡事故１１件中、感電によるものが１０件を占める。 
○ 感電死亡事故１０件中、接触部位「肩」が４０％を占め、肩から受傷（電撃）した人の約６０％が死亡して

いる。 
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受傷部位 
８５件 

頭（電撃） 
4件 （5%） 

手（電撃） 
37件 （44%） 

肩（電撃） 
7件 （8%） 

未記載 
2件 （20%） 

胸・腹 
1件 （10%） 

肩 
4件 （40%） 

手 
2件 （20%） 

感電 
10件 （91%） 

土砂崩れ 
1件 （9%） 

足 
1件 （10%） 

死亡事故における接触部位の内訳 

感電死亡事故 
１０件 

（１０人） 

死亡事故 
１１件 
（１１人） 

死亡事故における死亡原因の内訳 

（再掲）死傷事故における 
受傷部位の内訳 

４．平成２７年度詳報における死傷事故分析 



まとめ 
【分析結果について】 
 平成２７年度詳報５０２件について分析を行った。特に過去10年程度において件数が横

ばい傾向にある死傷事故８５件（死亡１１件、負傷７４件）に着目した分析を行いました。 
 電気工事及び点検で発生した死傷事故が約７０％ありました。 
 電撃及びアーク熱傷による死傷事故が９５％ありました。 
 

【今後の分析と分析結果の活用について】 
 詳報記載内容のみや単年度のみの分析では傾向を把握することには限界があります。

今後も中長期的に傾向を分析し、より精緻な傾向を把握します。 
 今後、分析結果から対策が必要と考えられる事故について、関係団体等と相談しなが

ら事故の対策等について検討します。 
 また、分析に必要な情報が詳報に記載されていないケースがあり、詳細な分析を行う

上で課題があります。必要な情報を漏れなく記載可能な報告様式等について経済産業
省と検討を行います。 
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５．まとめ 



事故報告について 
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【参考】 

■感電又は破損事故若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死
傷した事故 

■電気火災事故 

■電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより、他の物件
に損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故 

■主要電気工作物の破損事故 

■水力発電所、火力発電所、燃料電池発電所、太陽電池発電所、風力発電所に属する出力１０万キロ
ワット以上の発電設備に係る７日間以上の発電支障事故  

■供給支障事故  

■波及事故  

■ダムによって貯留された流水が当該ダムの洪水吐から異常に放流された事故  

■電気工作物に係る社会的に影響を及ぼした事故  

 電気事業者又は自家用電気工作物を設置する者は、電気事業者にあっては電気事業の用
に供する電気工作物に関して、自家用電気工作物を設置する者にあっては自 家用電気工作
物に関して、次の事故が発生したときは、電気関係報告規則（昭和４０年通商産業省令第５４
号）第３条に基づき、電気事故の報告をしなければならない。 
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